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はじめに  
 
 

看護職員による「居宅療養管理指導」は、平成 21 年度の介護報酬改定で新

設された比較的新しい制度です。在宅生活を送る高齢者が、療養生活の不安

や悩みを看護職員に相談することで、状態の悪化や不要な救急搬送・入院を

防ぐことを目的としています。多くの高齢者に主治医がいると思いますが、

同じように、看護職員が高齢者の”My ナース”となり、予防的な視点を持

って高齢者を健康面から支えることが期待されました。  

このように大きな期待を背負った制度ではありますが、一方で、現場のス

テーションからは本制度の使いにくさを訴える声は届くものの、その活用方

法や事例についてはほとんど聞こえてきません。そこで、本制度の活用実態

を明らかにすることを目的とした調査を行いました。  

本調査結果からは、残念ながら本制度の活用がほとんど進んでいないこと

が明らかになりました。指定事業者の届出を行っていない事業所が数多くあ

り、指定事業者として活動中の事業所においても算定実績はほとんどありま

せん。その理由として、利用手続きが煩雑であること、算定要件が厳しいこ

と、医師やケアマネジャーの本制度に対する理解がまだまだ不足しているこ

となど、本制度の活用の妨げとなる要因が数多く見つかりました。  

超高齢社会を迎える我が国においては、要介護・要支援認定者数の増加は

まだまだ続きます。介護予防に資する取り組みはますます重要になります。

せっかく出来た新しい制度が、本来の目的に沿った活用がなされないまま、

数多くある介護保険サービスの中で埋もれることなく、そして、地域の高齢

者の安心に通じる制度として普及し、活用が進むよう、調査結果をもとに政

策提言等を進めていきたいと思います。  

 
最後に、本調査にご協力下さいました訪問看護ステーションの皆様に心よ

り感謝申し上げます。  

 
 
 

平成 25 年 3 月  

公益財団法人日本訪問看護財団  

理事長 清水 嘉与子  
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第１章 事業の概要

1. 目的

看護職員による居宅療養管理指導は、要介護者及び家族の不安や悩みの相談を受け、

状態の悪化や不安解消を図ったり、訪問看護を必要としている要介護者（潜在的な利

用者）を訪問看護の利用に結び付けるなどの効果を期待されているが、十分な制度の

活用はなされていない。制度の内容や対象者像がわかりにくく、利用手続きが煩雑で

あること、算定要件が厳しいことなどが要因と考えられるが、全国的な実態は不明で

ある。 
そこで、本事業では、看護職員による居宅療養管理指導の算定実績、活用実態等を

調査し、本制度が普及、活用されるための課題と改善策の提案を行う。  

2. 実施概要

1) 調査対象

WAMNET に登録している全国の訪問看護ステーション 6,304 事業所から、2,000
事業所を系統抽出した。 

2) 実施方法

自記式、郵送法 

3) 調査実施期間

平成 24 年 10 月 12 日から平成 24 年 11 月 5 日まで。（最終締め切り 11 月 14 日） 

3. 主な調査内容

・ 事業所の基本属性

・ 居宅療養管理指導の指定届出の有無とその理由 

・ 年間の算定実績及び対象者の属性

・ 制度に対する要望  等

4. 倫理的配慮

調査の実施にあたり、日本訪問看護財団研究倫理委員会の審査を受け承認を得た。

具体的には、次の点について配慮した。

書面にて研究の目的、プライバシーは厳守されること、調査への協力は任意である

こと、調査に協力しないことで一切不利益を被ることはないこと等を説明し、調査票

への記入及び返送をもって調査への同意とした。
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5. 実施体制

【調査実施】  佐藤 美穂子 日本訪問看護財団 常務理事  
上野 まり  日本訪問看護財団 事業部長

柴崎 祐美  日本訪問看護財団 事業部 研究員

なお、報告書をまとめる際に、看護職員による居宅療養管理指導の事業所指定を申

請した事業所の管理者、申請していない事業所の管理者、各 1 名のアドバイスを受け

た。
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第２章 調査の結果

1. 回収結果

発送数は 2,000 件、そのうち転居先不明等により不着が 23 件あったため、実際の発

送数は 1,977 件であった。

回収数は 898 件、うち休止・廃止が 6 件だったため、期限までに有効な回答が得ら

れた調査票は 892 件、有効回収率は 45.4%であった。

図表 1-２-1 回収状況

発送数 回収数（回収率） 
有効回答数 

（有効回答率） 

1,977 件 898 件（45.4％） 892 件（45.1％） 

 

2. 回答事業所の概要

1) 事業開始年

事業開始年は、平成 12 年は 9.9%（88 件）、平成 11 年は 8.2%（73 件）、平成 9 年

は 7.3％（65 件）であった。

図表２-2 事業開始年 (n=892) 

0.6%
0.0%
0.0%

1.9%
1.9%

3.0%
5.7%

6.2%
7.3%

7.1%
8.2%

9.9%
1.9%

2.4%
4.1%

3.8%
3.5%

4.3%
3.8%

4.3%
4.6%

4.1%
7.0%

2.8%
1.8%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

平成元年

平成２年

平成３年

平成４年

平成５年

平成６年

平成７年

平成８年

平成９年

平成１０年

平成１１年

平成１２年

平成１３年

平成１４年

平成１５年

平成１６年

平成１７年

平成１８年

平成１９年

平成２０年

平成２１年

平成２２年

平成２３年

平成２４年

無回答
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2) 開設主体

開設主体は、「医療法人」が 36.9％（329 件）、「営利法人」が 25.9％（231 件）、

「医師会」が 6.7％（60 件）、「社会福祉法人」が 6.4％（57 件）だった。

厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」でも、「医療法人」が 39.4%と最も多

く、次いで「営利法人」が 26.8%とほぼ同様の結果だった。

図表２-3 開設主体 (n=892) 

0.3%
2.8%

0.7%
1.3%

36.9%
6.7%

2.4%
6.1%

1.0%
6.4%

3.0%
2.5%

25.9%
1.9%
1.5%

0.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

都道府県

市区町村

広域連合・一部事務組合

日本赤十字社・社会保険関係団体

医療法人

医師会

看護協会

社団・財団法人（医師会・看護協会以外の公益・一…

社会福祉協議会

社会福祉法人（社会福祉協議会以外）

農業協同組合及び連合会

消費者生活協同組合及び連合会

営利法人（会社）

特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

その他

無回答

参考：開設主体

3.4%

3.1%

8.5%

39.4%

13.3%

3.5%

26.8%

1.6%

0.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

地方公共団体

公的・社会保険関係団体

社会福祉法人

医療法人

社団・財団法人

協同組合

営利法人（会社）

特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

その他

出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」平成 23 年
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3) 居宅介護支援事業所の併設

「併設している」が 55.0%（491 件）と半数を超えていた。

図表２-4 居宅介護支援事業所の併設の有無 (n=892) 

55.0% 42.7% 2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

併設している 併設していない 無回答

4) 従事者数（常勤換算数）

職種別の従事者数（常勤換算数）をみると、看護職員数は平均 4.8 人、理学療法士・

作業療法士・言語聴覚士は平均 1.7 人、その他の職員は平均 0.9 人であった。

分布をみると、看護職員は「３人以上４人未満」が 25.1（224 件）％と約４分の１

を占めていた。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は「1 人未満」が 17.9%（160 件）

であった。その他職員は「1 人未満」が 22.0%（196 件）であった。

図表２-5 従事者数（常勤換算数） (n=892) 
  回答件数 平均値 標準偏差 中央値 

看護職員数（人） 892 4.8 2.4 4.1

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士数数（人） 892 1.7 2.5 1.0

その他の職員（人） 892 0.9 1.2 0.8

図表２-6 看護職員数 (n=892) 

16.8%

25.1%

19.1%

14.8%

7.6%

4.4%

3.5%

2.1%

4.0%

2.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

３人未満

３～４人未満

４～５人未満

５～６人未満

６～７人未満

７～８人未満

８～９人未満

９～１０人未満

１０人以上

無回答
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図表 ２-7 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士数（n=892）

9.5%

17.9%

14.1%

7.0%

3.6%

1.8%

2.0%

2.8%

41.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

０人

１人未満

１～２人未満

２～３人未満

３～４人未満

４～５人未満

５～６人未満

６人以上

無回答

図表 ２-8 その他の職員数（n=892）

7.6%

22.0%

21.1%

2.6%

1.3%

0.2%

0.2%

0.2%

44.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

０人

１人未満

１～２人未満

２～３人未満

３～４人未満

４～５人未満

５～６人未満

６人以上

無回答

5) 利用者数

介護予防訪問看護の利用者数は平均 5.6 人、訪問看護（介護給付）の利用者数は平

均 45.7 人、健康保険法等の利用者数は平均 17.0 人であった。

図表２-9 利用者数 

 回答件数 平均値 標準偏差 中央値 

介護予防訪問看護（人） 892 5.6 9.5 3.0 

訪問看護（介護給付）（人） 892 45.7 36.2 36.0 

健康保険法等（人） 892 17.0 16.3 13.0 
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図表 ２-10 介護予防訪問看護利用者数（n=892）

11.2%

26.3%

18.6%

11.0%

7.2%

3.8%

11.0%

10.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

０人

１～２人

３～４人

５～６人

７～８人

９～１０人

１１人以上

無回答

図表 ２-11 訪問看護（介護給付）利用者数（n=892）

0.8%

18.7%

30.0%

20.6%

10.4%

5.3%

2.6%

1.5%

0.9%

1.7%

7.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

０人

２０人未満

４０人未満

６０人未満

８０人未満

１００人未満

１２０人未満

１４０人未満

１６０人未満

１６０人以上

無回答
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図表 ２-12 健康保険法等利用者数（n=892）

1.5%

32.3%

29.7%

14.9%

7.4%

2.5%

3.8%

8.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

０人

１０人未満

１０～２０人未満

２０～３０人未満

３０～４０人未満

４０～５０人未満

５０人以上

無回答
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3. 居宅療養管理指導の指定事業者としての届出状況

1) 居宅療養管理指導の指定事業者としての届出状況

「指定を受けた」が 22.4%（200 件）、「申請中」が 0.2%（2 件）、「指定なし」が 73.5%

（656 件）であった。指定を受けた事業所は約 2 割に留まった。

図表２-13 指定事業者の届出状況 (n=892) 

22.4% 0.2% 73.5% 3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定を受けた 申請中 指定なし 無回答
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【開設主体別】

開設主体別にみると、「看護協会」は指定を受けた事業所が 57.1%と半数を超えてい

た。一方、「都道府県」「市区町村」「広域連合・一部事務組合」「社会福祉協議会」「農

業協同組合及び連合会」「特定非営利活動法人」の 8 割以上は指定を受けていなかった。

図表 ２-14 開設主体別 指定事業者の届出状況 

 
件
数 

指
定
を
受
け
た 

指
定
な
し 

合計 852 200 652 

100.0% 23.5% 76.5% 

都道府県 3 0 3 

100.0% 0.0% 100.0% 

市区町村 24 4 20 

100.0% 16.7% 83.3% 

広域連合・一部事務組合 6 0 6 

100.0% 0.0% 100.0% 

日本赤十字社・社会保険関係団体 11 1 10 

100.0% 9.1% 90.9% 

医療法人 318 73 245 

100.0% 23.0% 77.0% 

医師会 54 13 41 

100.0% 24.1% 75.9% 

看護協会 21 12 9 

100.0% 57.1% 42.9% 

社団・財団法人（医師会・看護協会以外

の公益・一般） 

49 12 37 

100.0% 24.5% 75.5% 

社会福祉協議会 9 1 8 

100.0% 11.1% 88.9% 

社会福祉法人（社会福祉協議会以外） 55 12 43 

100.0% 21.8% 78.2% 

農業協同組合及び連合会 25 1 24 

100.0% 4.0% 96.0% 

消費者生活協同組合及び連合会 22 5 17 

100.0% 22.7% 77.3% 

営利法人（会社） 226 60 166 

100.0% 26.5% 73.5% 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ） 16 3 13 

100.0% 18.8% 81.3% 

その他 13 3 10 

100.0% 23.1% 76.9% 

＊「指定を受けた」には、「申請中」を含めた。（以下同様）  
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【居宅介護支援事業所の併設有無別】

居宅介護支援事業所の併設の有無別にみると、「併設あり」の方が、指定を受けてい

る傾向がみられた。

図表 ２-15 居宅介護支援事業所の併設有無別 指定事業者の届出状況

  
件
数 

指
定
を
受
け
た 

指
定
な
し 

合計 838 196 642 

100.0% 23.4% 76.6% 

居宅介護支援事業所 併設あり 474 123 351 

100.0% 25.9% 74.1% 

居宅介護支援事業所 併設なし 364 73 291 

100.0% 20.1% 79.9% 

  χ2 検定：p=0.046 

【看護職員数】

指定事業者の届出をしている事業所の方が、看護職員数が多い傾向がみられた。

図表 ２-16 指定事業者の届出有無別 看護職員数

  
件数 平均値 標準偏差

平均値の

標準誤差 

指定を受けた 197 5.32 2.96 0.21 

指定なし 639 4.68 2.25 0.09 

t 検定：p=0.001 

【利用者数】

指定事業者の届出をしている事業所の方が、「介護予防訪問看護」「訪問看護（介護

給付）」「健康保険法等」いずれの利用者も多い傾向がみられた。

図表 ２-17 指定事業者の届出有無別 介護予防訪問看護の利用者数

  件数 平均値 標準偏差

平均値の

標準誤差 

指定を受けた 185 6.90 14.23 0.21 

指定なし 577 5.03 7.25 0.09 

t 検定：p=0.019 

図表 ２-18 指定事業者の届出有無別 訪問看護（介護給付）の利用者数

  件数 平均値 標準偏差

平均値の

標準誤差 

指定を受けた 192 50.82 41.47 2.99 

指定なし 600 44.14 34.30 1.40 

t 検定：p=0.026 
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図表 ２-19 指定事業者の届出有無別 健康保険法等の利用者数

  件数 平均値 標準偏差

平均値の

標準誤差 

指定を受けた 190 20.70 16.33 1.18 

指定なし 598 15.93 16.23 0.66 

t 検定：p=0.001 

2) 指定年月日

「平成 21 年度」が 69.0%（138 件）と最も多く、次いで「平成 23 年度」が 12.5%（25

件）、「平成 22 年度」が 7.5%（15 件）であった。指定を受けた事業所の約 7 割は、看

護職員による居宅療養管理指導が開始された平成 21 年度に指定を受けていた。

図表 ２-20 指定年月日 (n=200) 

69.0% 7.5% 12.5% 3.5% 7.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成２１年４月～平成２２年３月 平成２２年４月～平成２３年３月 平成２３年４月～平成２４年３月

平成２４年４月以降 無回答

3) 申請をした理由

「利用者及び家族に訪問看護を知ってもらう機会になるから」が 54.0%（109 件）

と最も多く、次いで「新規利用者の拡大につながると思った」が 54.0%（108 件）、「母

体法人、事業所の方針による」が 41.6%（84 件）であった。

図表 ２-21 申請理由 複数回答 (n=202) 

54.0%

34.7%

53.5%

13.9%

4.0%

41.6%

7.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

利用及び家族に訪問看護を知ってもらう機会になるから

ケアマネジャーに訪問看護を知ってもらう機会になるから

新規利用者の拡大につながると思った

地域にこの制度を必要としている住民が多くいる

地域の関係機関の要請があった

母体法人、事業所の方針による

無回答
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4) 現在の活動状況

平成 24 年 10 月時点の活動状況は、「活動中」が 90.5%（181 件）であった。一方で、

すでに「休止」が 1.5%（3 件）「廃止」2.0%（4 件）あった。

図表 ２-22 現在の活動状況 (n=200) 

90.5% 1.5%
2.0%

6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

活動中 休止中 廃止 無回答

5) 指定事業者としての届出をしない理由

居宅療養管理指導の指定事業者としての届出をしない理由は、「看護職員が不足し

ており、受入れが困難」が 48.0%（315 件）と約半数を占め、次いで「どのようにサ

ービスを提供したらよいかわからない」が 32.5%（213 件）、「介護報酬が低い」が 17.8%

（117 件）、「指定事業所の申請手続きが煩雑である」が 17.1%（112 件）であった。

図表 ２-23 届出をしない理由 複数回答 (n=656) 

15.1%

32.5%

48.0%

17.1%

5.2%

15.5%

17.8%

17.7%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

地域にこの制度を必要とする住民がいない

どのようにサービスを提供したらよいかわからない

看護職員が不足しており、受入れが困難である

指定事業所の申請手続きが煩雑である

指定事業所の申請手続きに費用がかかる

重度者の受け入れを優先したい

介護報酬が低い

その他

無回答

また、「その他」も 17.8%あった。具体的な記載内容の一部を以下に紹介する。

【手続きの煩雑さ】

 主治医意見書や、サービス担当者会議等の了解を要する為、サービス提供に至

るまでに時間がかかりすぎる。

 サービス実施までの手続きに手間がかかりすぎる。報酬にみあわない。

 レセプト請求ソフトが別で高すぎる。手作業でそこだけやる手間をかけてまで

必要なサービスとは考えていない。
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【訪問看護の利用につなげているので必要性を感じない】

 居宅療養管理指導が必要であれば訪問看護を開始し、定期的に看て行く必要性

を感じる。

 すぐ訪問看護に利用となるので、この制度を活かすケースがない

 通常の訪問看護サービスで、療養指導を行うようにしているため必要性を感じ

ない。

 情報収集を十分に行い、必要者は訪問看護実施につなげている。

【医師、ケアマネジャーの理解不足】

 医師の意見書に必要と○がついていないといけないが、医師がこの居宅療養管

理指導を理解しているか疑問。

 ケアマネジャー、住民、医師などに周知されていないためニーズが少ないので

はないかと思われる。

【該当する対象者がいない】

 （要介護・要支援者は）ほとんど定期受診、定期訪問診療を受けておられる。

 対象者が思いあたらない。

【看護職員による居宅療養管理指導のことを知らなかった】

 指定が必要なことを知らなかった。

 訪問看護として役割が取れることを知らなかった。

【母体法人が居宅療養管理指導を実施している】

 母体病院で実施している。

 医療機関から指導を受ける例が多い為。

 在宅支援診療所を併設している為
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4. 居宅療養管理指導の算定実績

1) 居宅療養管理指導の算定実績

「活動中」と回答した 181 事業所のうち、平成 24 年 4 月～9 月の「居宅療養管理指

導」の算定状況をみると、1 件以上の算定実績があった事業所は 4 か所に留まった。

０件が 173 事業所、無回答が 4 事業所あり、算定件数の平均は 0.3 であった。

算定実績があった４事業所の算定件数は、それぞれ「2 件」「14 件」「21 件」「26 件」

であった。

図表 ２-24 算定実績  (n=181) 

95.6% 2.2%
2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０件 １件以上 無回答

2) 居宅療養管理指導を算定した利用者の状態像

記入内容をみると、訪問看護（介護給付）、介護予防訪問看護の内容を誤って記入し

ている可能性のある調査票も散見されたが、参考までに記入例を原文のまま掲載する。

No 年

齢 

要 介 護

度 

要 介

護 認

定 

主傷病 

主訴 

指導の 

要点 

訪問

回数

訪問 

時間 

電話 

回数 

転帰 

1 78 要介護
5 更新

仙 骨 部 褥

創、慢性関

節 リ ウ マ

チ、鉄欠乏

性貧血

褥瘡再発を予防

する為の日常生

活について。保

清、体位など。

8 45
分

2 死亡

2 82 要支援
1 新規

高血圧症、

アルコール

性肝障害、

下肢蜂窩識

炎

歩 行 困 難 で 入

院。退院後、初

めての在宅療養

生活を開始する

上 の 注 意 、 相

談・助言

1 30
分

0 訪問看護、

定期受診へ

3 －
要介護

1 －
高血圧症、

糖尿病

食事、間食内容

と日常生活動作

の指導

－ － －

訪問看護へ

自己管理が

可能なった

4 79 要介護
4 更新

脳梗塞、高

血圧、高脂

血症

保清と創処置に

ついて。ベッド

上リハビリ、排

便コントロール

4 60
分

0 訪問看護へ
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No 年

齢 

要 介 護

度 

要 介

護 認

定 

主傷病 

主訴 

指導の 

要点 

訪問

回数

訪問 

時間 

電話 

回数 

転帰 

5 88 要介護
5 更新

脳梗塞後遺

症、経口摂

取不良、仙

骨部褥瘡

摂取量の確認、

リハビリ、褥瘡

のチェック

4 60
分

0 訪問看護へ

6 90 要介護
5 更新

脳梗塞後遺

症、左大腿

骨頚部骨折

術後、糖尿

病

リハビリ、拘縮

予防
1 30

分
0 訪問看護へ

7 82 要介護
1 更新 狭心症

日常生活動作の

指導
－ － － 定期受診へ

8 69 要介護
1 更新

糖尿病、高

血圧

食事不規則を改

善
12 40

分
1 －

9 82 要介護

２
更新 脳梗塞 筋力低下予防 12 40

分
2 －

10 84 要介護
1 － 肺気腫 病識の理解 12 20

分
4 －

11 91 要介護
5 更新

脳梗塞後遺

症、痛風

食事、排便のコ

ントロール
4 60

分
2 死亡

－：無回答 

3) 算定実績がなかった理由

「ケアマネジャーから依頼がなかった」が 90.8%（157 件）と最も多かった。「依頼

があったが対象者が算定要件を満たしていなかった」という回答も 8.6%（15 件）あ

った。

図表 ２-25 算定実績がなかった理由 複数回答 (n=173) 

90.8%

8.6%

0.6%

9.2%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ケアマネジャーから依頼がなかった

依頼があったが対象者が算定要件を満たしていなかった

依頼があったが事業所側の受入れが困難だった

その他

無回答
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「その他」も 9.2%あり、具体的な記載内容の一部を以下に紹介する。

 依頼があった時に訪問したが、既に訪問看護が必要だった。

 ケアマネジャーから依頼があり訪問するが重症で、実際には、そのまま訪問看

護導入や、救急搬送になるケースが多く、ケアマネジャーからのタイミングが

合わない。

 契約が難しく、訪問看護で算定した。

 訪問看護の必要性があれば本人・家族に説明し最初から当初の手順で行う方が

やりやすい。

4) 算定要件を満たしていなかった理由

ケアマネジャーから依頼があったが、「対象者が算定要件を満たしていなかった」と

回答した 15 事業所における具体的な内容をみると、「（対象者が）定期的に通院又は

訪問診療を受けていた」が 73.3%（11 件）と最も多く、次いで「訪問看護を利用して

いた」が 26.7%（4 件）、「要介護認定から 6 か月以上経過していた」が 20.0%（3 件）、

「看護職員の訪問による相談・支援にチェックがなかった」が 20.0%（3 件）であっ

た。

図表 ２-26 算定条件を満たしていなかった理由 複数回答 (n=15) 

73.3%

26.7%

0.0%

0.0%

20.0%

20.0%

13.3%

6.6%

0.0%

13.3%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

定期的に通院又は訪問診療を受けていた

訪問看護を利用していた

訪問リハビリテーションを利用していた

要介護認定の結果が「自立（非該当）」であった

要介護認定（新規・更新・区分変更）から６か月以上経過

「看護職員の訪問による相談・支援」にチェックがなかった

「特記すべき事項」に記載がなかった

サービス担当者会議で必要性が認められなかった

利用者・家族の同意が得られなかった

その他

無回答
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5. 看護職員による居宅療養管理指導を実施する上での改善点

「医師の理解を深める」が 52.9%（472 件）、「ケアマネジャーの理解を深める」が

52.6%（469 件）と半数を超え、次いで「ケアプランに位置づけなくても実施できる」

が 45.7%（408 件）であった。 

図表 ２-27 居宅療養管理指導を実施する上での改善点 複数回答 (n=892) 

45.7%

29.1%

26.1%

26.2%

26.2%

52.9%

52.6%

11.3%

13.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ケアプラン（介護予防含む）に位置付けなくても実施できる

算定回数の制限を緩和する

算定可能な時期の制限を撤廃する

毎月、算定できるようにする

介護報酬単価を引き上げる

看護職員による居宅療養管理指導への医師の理解を深める

ケアマネジャーの理解を深める

その他

無回答

【指定事業者の届出有無別】

指定事業者の届出の有無別にみると、実際に指定を受けている事業者においては「ケ

アプランに位置づけなくても実施できる」を改善点として挙げる傾向がみられた。

図表 ２-28 指定事業者の届出有無別 居宅療養管理指導を実施する上での改善点 

複数回答 (n=892) 

 χ2 検定：p=0.046 

  

 

件 
 

 
 

 

数 

ケ
ア
プ
ラ
ン
（
介
護
予
防
含

む
）
に
位
置
付
け
な
く
て
も

実
施
で
き
る 

算
定
回
数
の
制
限
を
緩
和

す
る 

算
定
可
能
な
時
期
の
制
限

を
撤
廃
す
る 

毎
月
、
算
定
で
き
る
よ
う
に

す
る 

介
護
報
酬
単
価
を
引
き
上

げ
る 

看
護
職
員
に
よ
る
居
宅
療

養
管
理
指
導
へ
の
医
師
の

理
解
を
深
め
る 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
理
解

を
深
め
る 

そ
の
他 

無 
 

回 
 

答 

 合   計 892 408 260 233 234 234 472 469 101 117

  100.0 45.7 29.1 26.1 26.2 26.2 52.9 52.6 11.3 13.1

指定を受けた 202 117 65 69 45 37 128 122 38 11

100.0 57.9 32.2 34.2 22.3 18.3 63.4 60.4 18.8 5.4

指定なし 656 280 189 160 181 191 330 334 60 97

  100.0 42.7 28.8 24.4 27.6 29.1 50.3 50.9 9.1 14.8

 無 回 答 34 11 6 4 8 6 14 13 3 9

  100.0 32.4 17.6 11.8 23.5 17.6 41.2 38.2 8.8 26.5
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また、「その他」も 11.3%あった。具体的な記載内容の一部を以下に紹介する。

【医療系サービスとの同時算定を可能にする】

 基本、訪問看護を受けていない人という対象者では関わることはきびしい。 

 定期的に通院、訪問診療をうけている人でも、看護の必要性が充分ある人がいる。

要件をなくしてほしい。訪問リハビリテーション、短期入所のサービス導入され

ている人には適応にならないのはおかしい。 

 定期通院している要件をはずさない限り対象者はいません。 

 定期的に受診している人は対象とならないなど、対象となる人の制限（緩和する）

があり、どういう人が対象者となれるのか？ 

 要支援、要介護状態にある人はほとんど通院、訪問診療を受けているため、その

要件の撤廃。算定要件の緩和（他の医療サービスをうけていても利用できるよう

にしてほしい）。 

 訪問リハビリテーションを利用していたら訪問出来ないのか意味が分からない。

やる事は別のはず。 

【制度内容がわからない】

 訪問看護事業所への具体的なサービス提供のやり方について説明してほしい。わ

かりにくい。 

 居宅療養管理指導が何か良く分からない。 

 サービス内容が解からないので具体的に教えて欲しい。 

【必要性を感じない、訪問看護を算定した方が良い】

 様々な制限あり使いにくい。訪看導入してみて必要なくなれば中止するという方

法をとっている。 

 訪問看護ステーションでの居宅療養管理指導の必要性を感じない。回数制限なく、

必要時に情報提供したり、話し合ったりしている。 

 訪問看護サービスの提供と区別しにくいのでは…。看護サイドも居宅療養管理指

導料を算定するより、むしろ１回分の訪問を無料で提供し、実際の訪問看護を次

回から開始する方が、介入し易い場合が多い。 

 主治医、看護師が必要と認めているならば、訪問看護としての算定が適当と思い

ます。居宅療養管理指導の必要性がわからない。 

 居宅療養管理指導を実施することと、訪問看護としてきちんと契約してサービス

を利用してもらうこととを比べれば、ステーションの立場からすれば、このサー

ビスの必要性を、感じないというのが現状です。 

【訪問看護の一部とする】

 訪問看護サービスの中での加算としての取扱いとした方が良い。 

 現行の制度では、訪問看護と別事業扱いのため取り組みにくく、「加算」という

形で行った方が良いのかもしれないと感じています。  
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【主治医意見書のチェックを不要とする】

 医師のチェックがなくても、市・ケアマネジャー・家族・本人等の必要性だけで

も行けるようにして頂きたい。 

 現在は医師が意見書等に必要性を書いていないとできない。ケアマネジャー、利

用者の間で合意があれば実施できるようになれば利用が増すかもしれません。 

 医師の指示が必要となるような療養者の場合は、相談だけですむような療養者は

少ない。相談の後に医師に報告というような手順であればまだ利用価値はあるの

ではないでしょうか。 

 

【手続きが煩雑である】

 居宅療養管理指導のみ単発で関わるには手間のわりに報酬が低い。訪問看護ＳＴ

としてはあまりメリットが少ない。 

 コストの割に情報収集～訪問～記録等時間がかかる。その分で訪問看護が数件可

能。 

 たった 1 回なので、契約を不要にして欲しい。 
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第３章 総括

1. 結果のまとめ

1) 看護職員による居宅療養管理指導の実施状況

調査協力事業所 892 事業所において、居宅療養管理指導の指定事業所の届出をして

いる事業所は 22.4%（200 件）に留まった。

図表 ３-1 再掲：指定事業者の届出状況 （n=892）

22.4% 0.2% 73.5% 3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定を受けた 申請中 指定なし 無回答

指定事業所の届出を行った理由として、「利用者及び家族に訪問看護を知ってもら

う機会になる」が 54.0%（109 件）、「新規利用者の拡大につながる」が 53.5%（108 件）

と多く挙げられた。一方、届出をしない理由としては、「看護職員が不足しており、受

入れが困難である」が 48.0%（315 件）、「どのようにサービスを提供したらよいかわ

からない」が 32.5%（213 件）であった。

指定を受けた事業所の 69.0％（138 件）は制度が開始された平成 21 年度中に指定を

受けていた。当財団が平成 21 年 8 月に当財団会員 366 事業所（有効回収率 61.0%）を

対象とした調査によれば、約 3 割が届出を済ませていたことから、制度開始時に一定

数の事業所が届出を済ませ、以降、事業を開始する事業所数は伸び悩んでいることが

推測される。

2) 居宅療養管理指導を実施している事業所の特徴

設置主体別にみると、看護協会立の約 6 割が指定を受けている点が特徴的である。

また、居宅介護支援事業所を併設しており、看護職員数や利用者数の点から事業所

の規模が比較的大きい事業所が事業所指定を受けている傾向がみられた。指定事業所

の届出をしない理由として「看護職員が不足しており、受入れが困難である」を挙げ

た事業所が 48.0%あったことと併せて考えると、訪問看護以外の新規事業を開始する

ためには、看護職員数が確保されていることが必要といえる。

3) 居宅療養管理指導の活用実態

指定事業所として届出を行った事業所の 9 割以上は、現在の活動状況を「活動中」

と回答していた。しかし、平成 24 年 4 月から 9 月までの 6 ヶ月間で、居宅療養管理指

導の算定実績があった事業所は 4 か所にとどまった。

算定実績がなかった理由は「ケアマネジャーから依頼がなかった」が 90.8%（157

件）と最も多く、次いで「依頼があったが対象者が算定要件を満たしていなかった」

が 8.6%（15 件）であった。算定要件を満たしていなかった理由として「対象者が定
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期的に通院又は訪問診療を受けていた」73.3％（11 件）、「訪問看護を利用していた」

26.7％（4 件）、「要介護認定から 6 か月以上経過していた」20.0％（3 件）、「看護職員

による相談・支援にチェックがなかった」20.0％（3 件）が挙げられた。算定要件の

厳しさとケアマネジャーの理解が不足していることがうかがえる。

4) 居宅療養管理指導を実施する上での改善点

「医師の理解を深める」「ケアマネジャーの理解を深める」という回答が多くあげら

れた。

その他、自由意見では「医療系サービスとの同時算定を可能にして欲しい」という

回答が多くみられた。

図表 ３-2 再掲 居宅療養管理指導を実施する上での改善点 複数回答 （n=892) 

45.7%

29.1%

26.1%

26.2%

26.2%

52.9%

52.6%

11.3%

13.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ケアプラン（介護予防含む）に位置付けなくても実施できる

算定回数の制限を緩和する

算定可能な時期の制限を撤廃する

毎月、算定できるようにする

介護報酬単価を引き上げる

看護職員による居宅療養管理指導への医師の理解を深める

ケアマネジャーの理解を深める

その他

無回答
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2. 提言

居宅療養管理指導の指定事業者としての届出を済ませている事業者は全体の

22.4%にとどまった。実施する事業所数を増やし、居宅療養管理指導が活用されるた

めの方策を提案する。  

1) 指定基準、算定要件等の見直し

看護職員による居宅療養管理指導は、他の職種による居宅療養管理指導と比べ、算

定要件等が大きく異なっている（下表参照）。他の職種と同様の条件下でサービス提供

が出来るようになれば、参入する事業所が増えることが期待できる。  
 

職種 単位 算定回数 医師の指示 

事業所指定 

（病院、診療所、薬局

又は訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ）

医師  500 単位  月 2 回まで －  保険医療機関はみ

なし指定 

歯科医師 500 単位  月 2 回まで －  保険医療機関はみ

なし指定 
病院又は診療所

薬剤師 550 単位  月 2 回まで 医師又は歯科医師

の指示 
保険医療機関はみ

なし指定 

薬局の薬剤師  500 単位  月 4 回まで 

医師又は歯科医師

の指示に基づき当

該薬剤師が策定し

た薬学的管理指導

計画を策定する。  

保険薬局は 
みなし指定 

管理栄養士 530 単位  月 2 回まで 

計画的な医学的管

理を行っている医

師の指示に基づき

栄養ケア計画を策

定する。 

保険医療機関は 
みなし指定 

歯科衛生士等  350 単位  月 4 回まで 

医療機関に勤務す

る歯科衛生士等が

当該医療機関の歯

科医師から直接指

示を受ける 

保険医療機関は 
みなし指定 

看護職員 
400 単位  
（ 看 護 師 の

場合  

新規認定、更新

認定又は区分変

更の際に作成さ

れたケアプラン

に基づくサービ

ス開始から 6 月

の間に 2 回まで

主治医意見書の「看

護職員による居宅

療養管理指導」にチ

ェック 
（訪問看護指示書

は不要） 

訪問看護ステーシ

ョンは指定が必要  
 
保険医療機関の訪

問看護ははみなし

指定  

＊単位は同一建物居住者以外の者の場合 

 

(1) 訪問看護ステーションも「みなし指定」で実施できるようにする

居宅療養管理指導の指定事業者としての申請を行わない理由として「申請手続きが

煩雑である」（17.1%）、「申請手続きに費用がかかる」（5.2%）という回答もあげられ

ている。指定申請時の手数料は都道府県により異なるが、3 万円程度かかるところも
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ある（参考資料３）。看護師不足や母体法人の方針といった事業所側の事情により申請

していないのではなく、申請手続きの煩雑さ・コストといった制度の入り口部分が障

壁となり実施に至っていない事業所が少なからず存在することが推察される。  
保険医療機関・保険薬局と同様に訪問看護ステーションであれば「みなし指定」と

することで、居宅療養管理指導を実施する事業所も増えると考えられる。  

(2) 利用者が定期的に通院又は訪問診療を受けている場合の要件を外す

 利用者が定期的に通院又は訪問診療を受けている場合、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症

対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉

施設入居者生活介護等を受けている間は算定できない。 

 介護保険要介護者は、主治医による意見書を交付される人であり、そもそも最初か

ら主治医から医学的管理を受けている人が多く、「定期的に通院又は訪問診療」を受け

ている場合も多い。眼科や耳鼻科、歯科診療所に通院しても算定対象外となる。 

 「定期的に通院又は訪問診療を受けている場合」の要件を外すことが必要である。 

(3) ケアマネジャーに主治医意見書の情報を提供する

「居宅において実施される療養上の相談及び支援」を行うために、主治医意見書の

「４．生活機能とサービスに関する意見 （5）医学的管理の必要性」の「看護職員の

訪問による相談・支援」にチェックがある者か、看護職員の訪問による相談支援の必

要があると記載された者である。主治医意見書は認定審査会の資料とされるが、ケア

マネジャーは主治医意見書を見ることになっているだろうか。 

主治医の意見書はケアプラン作成のための情報提供として、ケアマネジャーに対し

開示される場合、その取り扱いルールは保険者によって異なる。主治医の意見書を入

手しやすくする仕組みも必要である。 

(4) 利用手続きの簡素化を求める

ケアマネジャーがケアプランに位置付け、訪問看護ステーションでは利用者に重要

事項説明書による説明と同意を得て契約をしてから居宅療養管理指導を行う。ほかの

職種同様にケアマネジャーのケアプランに位置付けることなく、看護職員の居宅療養

管理指導が実施可能となるように簡素化が必要である。 

(5) 認定時 6 か月間の算定期間の撤廃と、算定回数の拡大を求める

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士及び歯科衛生士はそれぞれ職種により算定回

数や報酬は異なるが、毎月算定できること、月単位で算定回数の限度（2 回または 4

回）が定められている点は共通している。 

一方、看護職員の場合は、算定可能な時期として「新規認定、更新認定又は区分変

更の際に作成されたケアプランに基づくサービス開始から 6 月の間」と規定され、さ

らに算定回数は 6 か月間に 2 回までという限度がある。現在、要介護認定に係る有効

期間の範囲は、新規の場合「3～12 か月」、要介護者の更新の場合「3～24 か月」と設

定されている中で、居宅療養管理指導の算定可能な時期が、認定時に作成されたケア

プランに基づくサービス開始から「６月の間」というのは実態に合わないのではない
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だろうか。他の職種の居宅療養管理指導のように、要介護認定の時期の 6 か月間とい

う期間限定ではなく、1 月を単位とした算定回数の設定に見直しを求めたい。 

 

以上のことから、訪問看護ステーションもみなし指定とし、算定可能な期間の制限

を撤廃し、算定回数を 1 月単位で定めることで、地域に看護職員による居宅療養管理

指導の対象者が顕在化した際に、タイムリーにサービスを開始し、継続して健康相談

等に対応し、健康状態の悪化や不安解消などができると考える。 

2) 関係機関等への PR と関係機関から地域住民に向けた PR 

(1) 自治体の積極的な取組と地域住民に向けた PR

看護職員による居宅療養管理指導は平成 21 年 4 月に制度化されたもので、比較的新

しいサービスである。本調査の結果では、指定事業者としての届出を行った事業所は

23.5%に留まったが、実際に、算定実績もほとんどない（参考２）。

本調査では、開設主体が「都道府県」、「市区町村」、「広域連合・一部事務組合」の

事業所から 33 か所の回答を得たが、そのうち指定事業者の届出を行った事業所は 4

件（12.1%）にとどまり、全体の結果を下回った。また、都道府県のホームページで

看護職員による居宅療養管理指導に関する記述がないところもある（参考４）。

新しい制度が周知され定着するまでの間、自治体の積極的な取組と地域住民に向け

た PR 活動に期待したい。

図表 ３-3 再掲 開設主体別 指定事業者の届出状況  

 
件
数 

指
定
を
受
け
た

指
定
な
し 

合計 852 200 652 

100.0% 23.5% 76.5% 

都道府県 3 0 3 

100.0% 0.0% 100.0% 

市区町村 24 4 20 

100.0% 16.7% 83.3% 

広域連合・一部事務組合 6 0 6 

100.0% 0.0% 100.0% 

(2) 医師、ケアマネジャーへの PR

本調査では、医師やケアマネジャーが看護職員による居宅療養管理指導をどのよう

に捉えているか明らかにできない。しかし、制度上、主治医意見書にチェックが入る

こと（下図、参照）、ケアプランに位置づけることが必要である以上、医師やケアマネ

ジャーに対して看護職員による居宅療養管理指導への理解を求める必要があるだろう。

医師やケアマネジャーの理解が不足していることで、居宅療養管理指導に対するニー

ズが潜在化している可能性もある。 
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主治医意見書                                                       記入日  平成    年    月    日

申 請 者

（ふりがな） 
男 

・ 

女

〒      － 

  

  

明・大・昭      年     月     日生(    歳)    連絡先       (     ) 

上記の申請者に関する意見は以下の通りです。  

主治医として、本意見書が介護サービス計画作成に利用されることに  □同意する。   □同意しない。 

（中略） 

４．生活機能とサービスに関する意見 

(５) 医学的管理の必要性（特に必要性の高いものには下線を引いて下さい。予防給付により提供されるサービスを含みます。）

□訪問診療                □訪問看護              □看護職員の訪問による相談・支援  □訪問歯科診療 

□訪問薬剤管理指導    □訪問リハビリテーション□短期入所療養介護           □訪問歯科衛生指導 

□訪問栄養食事指導    □通所リハビリテーション□その他の医療系サービス （                       ）   

(６) サービス提供時における医学的観点からの留意事項 

・血圧 □特になし □あり（                         ）・移動 □特になし □あり（                            ）

・摂食 □特になし □あり（                         ）・運動 □特になし □あり（                            ）

・嚥下 □特になし □あり（                         ）・その他 （                                            ）

(７) 感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい） 

□無     □有 （                                                  ）       □不明

 

ここにチェック 

 

(3) 市区町村、地域包括支援センターへの PR

本調査では、「地域にこの制度を必要とする住民がいない」から指定事業者としての

届出を行わないという回答が 15.1%あったが、本当にそうだろうか。

高齢者人口に占める要介護・要支援認定者の割合は、介護保険制度がスタートした

平成 12 年は 11%であったが、平成 22 年度には 16.9％に増加している1）。しかし、こ

の数字はあくまでも認定率である。地域には要介護認定は受けていても、必要な介護

保険サービスを受けておらず、健康状態が悪化したり、地域の中で孤立している高齢

者が存在している。例えば、病気や障害、認知症などで支援が必要と思われる状態で

あっても、地域とつながりを断ち、ケアを拒否する単身者の増加や、さらにはセルフ

ネグレクト状態にある高齢者の存在などが明らかになっている 2）。市区町村で行って

いる高齢者見守りネットワーク活動においても、注意を払っている課題として「介護

サービスが必要と思われるのに受けていない者」（72.7%）、「医療サービスが必要と

思われるのに受けていない者」（56.1%）が挙げられている3）。

このような、地域の中で健康面からの支援が必要と思われながらサービスを利用し

ていない高齢者の支援は主に市区町村や地域包括支援センターが行っていると考えら

れるが、その中に、看護職員の居宅療養管理指導の導入が適する対象者がいるのでは

                                                 
1） 平成 22 年度介護保険事業実施状況報告

（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/10/index.html 平成 25 年 3 月 12 日

アクセス可能） 
2 ）高齢者等が 1 人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議（2008）『高齢者等が 1

人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議（「孤立死」ゼロを目指して）報告書）』

（http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/dl/h0328-8a_0001.pdf 平成 25 年 3 月 12 日アク

セス可能）
3 ）内閣府経済社会総合研究所（2011）『セルフネグレクト状態にある高齢者に関する調査－幸

福殿視点から』（http://www.esri.go.jp/jp/prj/hou/hou060/hou060.html 平成 25 年 3 月 12

日アクセス可能）
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ないだろうか。看護職員の居宅療養管理指導は、訪問看護の「お試し版」としての役

割も期待されている。看護職員の訪問を足がかりに、必要なサービスにつなぐような

制度の活用方法を検討していただきたい。

3) 活用事例の積極的発信

指定事業所の届出をしていない理由として「どのようにサービスを提供したらよい

かわからない」という回答が約 3 割あったが、算定実績が非常に少なかったように、

身近な地域で看護職員による居宅療養管理指導を活用し、成果を上げている事例に接

する機会がほとんどないという実状だと考えられる。サービス内容の具体的イメージ

がつかめず、指定事業所の届出を躊躇している事業所もあるのではないだろうか。

都道府県看護協会や居宅療養管理指導を活用している事業所に、活用事例の積極的

な発信を期待したい。訪問看護師はもちろんのこと、居宅療養管理指導の必要性を判

断する立場にある医師等が、看護職員による居宅療養管理指導の具体的イメージを持

つことが求められる。

4) 地域支援事業、介護予防・総合支援事業での活用

看護職員による居宅療養管理指導は、高齢者の不安や悩みに対応し、状態の悪化を

防止するなど「予防的な視点」がより強調されている。そうであれば、要介護・要支

援者だけではなく、二次予防対象者、一次予防対象者を対象に含めることは考えられ

ないだろうか。要支援・要介護者の多くは主治医から医学的管理を受けている人が多

く、本制度の対象外となってしまう。要介護・要支援認定は非該当（自立）の高齢者

に対しても、居宅療養管理指導のしくみを用いて、看護職員の訪問が可能になれば、

介護予防に資する取り組みになると考えられる。

本文.indd   27 2013/03/22   18:27:04



本文.indd   28 2013/03/22   18:27:04



29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料 

本文.indd   29 2013/03/22   18:27:04



29

本文.indd   30 2013/03/22   18:27:04



2931 

参考１：看護職員による居宅療養管理指導の概要 

 

居宅療養している要介護者または要支援者、その家族の療養上の不安や悩みを解決

し、円滑な療養生活を可能にするために、居宅療養管理指導事業所の指定を受けた訪

問看護ステーション（病院・診療所はみなし指定）の看護職員による「居宅において

実施される療養上の相談及び支援」が評価される。  
１．保健師、看護師が行う場合：400 単位／回 

（准看護師が行う場合は所定単位数の 90／100 を乗じた単位数となる。） 
２．同一建物居住者の訪問：360 単位／回  

（医療保険の規定により、同一建物に同一日、他の患者にも訪問した場合に算定） 

 方針 

１．居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）に対する居宅サービス計画（又は

介護予防サービス計画）の作成に必要な情報提供や利用者への支援を行う。  
２．利用者や家族に療養上必要な指導又は助言を行う。  
３．記録を作成し、医師又は居宅介護支援事業者等に報告すること。  

※介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号） 
※指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚

生省令第 37 号第 6 章 居宅療養管理指導） 

算定対象者 

● 主治医意見書 「４．生活機能とサービスに関する意見 （5）医学的管理の

必要性」の「看護職員の訪問による相談・支援」にチェックがある者 

● 看護職員の訪問による相談支援の必要があると記載された者 

● サービス担当者会議において必要性が認められ、本人又はその家族等の同意が

得ること。 

● 看護職員が 1 回は訪問を行った上で、必要に応じて電話相談を行った場合に算

定する。 

 算定の時期 

● 新規認定、更新認定又は要介護認定区分の変更の際に作成されたケアプランに

基づくサービス開始の日から 6 ヶ月以内に行われた場合に 2 回まで算定する。 

記録等、医師と介護支援専門員に情報提供する内容 

● 療養上の相談及び支援に係る記録を作成し保存する。 

   利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の要点、解決すべき課題等の要点 

 算定しない場合 

  ● 利用者が定期的に通院又は訪問診療を受けている。 

  ● 訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、

特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入

居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護を受けている間 

※ 交通費は実費徴収してもよい。 

※ 要介護度別の居宅サービス支給限度基準額外の給付である。 

※ 厚生労働大臣が定める地域区分にかかわらず、1 単位は 10 円である。 
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参考３：介護サービス事業所・施設の新規指定・指定更新 手数料 

 
介護サービス事業所・施設の指定（指定更新）にかかる手数料は、無料から数万円

まで、都道府県によって異なる。例えば A 県の場合、居宅療養管理指導と介護予防居

宅療養管理指導の指定を受けるためには 29,000 円、6 年ごとの更新時に 18,000 円の

手数料が必要となる。B 市の場合は 35,000 円、6 年ごとの更新時に 18,000 円の手数

料が必要となる。  
「みなし指定」になると、事業所にとっては数万円の負担軽減となるので、指定事

業所の増加が期待できるのではないだろうか。 
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A 県 

新規指定 変更許可
指定の
更新

訪問介護  1件 18,000 － 9,000

介護予防訪問介護  1件 11,000 － 9,000

訪問入浴介護  1件 18,000 － 9,000

介護予防訪問入浴介護  1件 11,000 － 9,000

訪問看護  1件 18,000 － 9,000

介護予防訪問看護  1件 11,000 － 9,000

訪問リハビリテーション  1件 18,000 － 9,000

介護予防訪問リハビリテーション  1件 11,000 － 9,000

居宅療養管理指導  1件 18,000 － 9,000

介護予防居宅療養管理指導  1件 11,000 － 9,000

通所介護  1件 18,000 － 9,000

介護予防通所介護  1件 11,000 － 9,000

通所リハビリテーション  1件 18,000 － 9,000

介護予防通所リハビリテーション  1件 11,000 － 9,000

福祉用具貸与  1件 18,000 － 9,000

介護予防福祉用具貸与  1件 11,000 － 9,000

特定福祉用具販売  1件 18,000 － 9,000

特定介護予防福祉用具販売  1件 11,000 － 9,000

金額（円）

9

サービス名称

1

2

3

6

7

居宅サービス
（在宅）

単位サービス区分

4

5

8

№

 

B 市（指定都市） 
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34 3536 

参考４：自治体等の居宅療養管理指導の説明（例） 

 

 
      ↓居宅療養管理指導をクリック  

 
(平成 25 年 3 月 5 日アクセス) 

 
C 県 ホームページ 介護保険制度 Q＆A より 

 
(平成 25 年 3 月 5 日アクセス) 

看護職員による提

供については明記さ

れていない。 

管理栄養士、歯科衛生

士、看護職員による提

供については、明記さ

れていない。 
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34 3537 

参考５：調査票 

 
１

．
〔
１

つ
だ

け
○

〕
と

記
載

の
あ

る
質

問
は

、
主

な
選

択
肢

番
号

に
１

つ
だ

け
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。

２
．

〔
い

く
つ

で
も

○
〕
と

記
載

の
あ

る
質

問
は

、
複

数
の

選
択

肢
番

号
に

○
を

つ
け

て
も

構
い

ま
せ

ん
。

３
．

〔
数

値
回

答
〕
と

記
載

の
あ

る
質

問
は

、
該

当
す

る
数

値
を

□
枠

内
に

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

４
．

〔
文

字
回

答
〕
ま

た
は

選
択

肢
の

「
そ

の
他

」
に

○
を

つ
け

た
場

合
は

、
□

枠
内

に
具

体
的

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

５
．

「
調

査
時

点
」
は

、
平

成
2
4
年

1
0
月

１
日

現
在

と
し

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

６
．

休
止

届
や

廃
止

届
を

提
出

し
て

い
る

場
合

は
回

答
不

要
で

す
。

こ
の

ま
ま

、
ご

返
送

く
だ

さ
い

。

◎
ア
ン
ケ
ー
ト
の
提

出
締

切
日

Ⅰ
．
事
業
所
の
概
要
に
つ
い
て

年

１
．

都
道

府
県

２
．

市
区

町
村

３
．

広
域

連
合

・
一

部
事

務
組

合

４
．

日
本

赤
十

字
社

・
社

会
保

険
関

係
団

体
５

．
医

療
法

人
６

．
医

師
会

７
．

看
護

協
会

８
．

社
団

・
財

団
法

人
（

６
・

７
以

外
の

公
益

・
一

般
）

９
．

社
会

福
祉

協
議

会
1
0
．

社
会

福
祉

法
人

（
社

会
福

祉
協

議
会

以
外

）
1
1
．

農
業

協
同

組
合

及
び

連
合

会

1
2
．

消
費

者
生

活
協

同
組

合
及

び
連

合
会

1
3
．

営
利

法
人

（
会

社
）

1
4
．

特
定

非
営

利
活

動
法

人
（

Ｎ
Ｐ

Ｏ
）

1
5
．

１
～

1
4
以

外

１
．

併
設

し
て

い
る

２
．

併
設

し
て

い
な

い

・
・

・

問
１

．
事

業
所

の
所

在
地

 〔
文

字
回

答
〕

問
５

．
従

事
者

数
 〔

各
数

値
回

答
〕

①
看
護
職
員

問
３

．
開

設
主

体
 〔

１
つ

だ
け

○
〕

問
２

．
事

業
開

始
年

 〔
数

値
回

答
〕

平
成

 

問
４

．
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
併

設
 〔

１
つ

だ
け

○
〕

　
②

理
学

療
法

士
・

作
業

療
　

　
法

士
・

言
語

聴
覚

士
③

そ
の

他
の

職
員

ご
記

入
上

の
注

意

締
切

日
に

つ
い

て

看
護
職
員
に
よ
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
実
態
調
査

平
成
2
4
年

1
1
月
５
日
（月

）
ま
で
に
同

封
の
返

信
用

封
筒

（切
手

、
差

出
人

名
の
記

入
は
不

要
で
す
）

に
３
つ
折

り
に
し
て
封

入
の
上

、
ポ
ス
ト
に
ご
投

函
く
だ
さ
い
。

※
回
答
は
す
べ
て
統
計
的
に
処
理
し
ま
す
の
で
、
事
業
所
・
個
人
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

都
道

府
県

※
常

勤
換

算
数

、
四

捨
五

入
し

て
小

数
点

第
１

位
ま

で
記

載

-
 1

 -

人
人

人

Ⅱ
．
居
宅
療
養
管
理
指
導
(介
護
予
防
を
含
む
)の
指
定
事
業
者
の
届
出
状
況
に
つ
い
て

１
．

指
定

を
受

け
た

年

２
．

申
請

中

３
．

指
定

な
し

問
７

で
「

１
．

指
定

あ
り

」
「

２
．

申
請

中
」

を
選

択
さ

れ
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

１
．

利
用

者
及

び
家

族
に

訪
問

看
護

を
知

っ
て

も
ら

う
機

会
に

な
る

と
思

っ
た

２
．

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
に

訪
問

看
護

を
知

っ
て

も
ら

う
機

会
に

な
る

と
思

っ
た

３
．

新
規

利
用

者
の

拡
大

に
つ

な
が

る
と

思
っ

た

４
．

地
域

に
こ

の
制

度
を

必
要

と
し

て
い

る
住

民
が

多
く

い
る

５
．

地
域

の
関

係
機

関
の

要
請

が
あ

っ
た

６
．

母
体

法
人

、
事

業
所

の
方

針
に

よ
る

問
７

で
「

１
．

指
定

あ
り

」
「

２
．

申
請

中
」

を
選

択
さ

れ
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

１
．

活
動

中

２
．

休
止

中
年

３
．

廃
止

年

問
７

で
「

３
．

指
定

な
し

」
を

選
択

さ
れ

た
方

に
お

聞
き

し
ま

す

１
．

地
域

に
こ

の
制

度
を

必
要

と
す

る
住

民
が

い
な

い

２
．

ど
の

よ
う

に
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

ら
よ

い
か

わ
か

ら
な

い

３
．

看
護

職
員

が
不

足
し

て
お

り
、

受
入

れ
が

困
難

で
あ

る
４

．
指

定
事

業
所

の
申

請
手

続
き

が
煩

雑
で

あ
る

５
．

指
定

事
業

所
の

申
請

手
続

き
に

費
用

が
か

か
る

６
．

重
度

者
の

受
入

れ
を

優
先

し
た

い

７
．

介
護

報
酬

が
低

い
８

．
そ

の
他

月
に

休
止

月
に

廃
止

平
成

問
1

0
．

指
定

事
業

所
の

申
請

を
し

な
い

理
由

は
何

で
す

か
。

〔
い

く
つ

で
も

○
〕

問
９

．
現

在
の

活
動

状
況

に
つ

い
て

 〔
１

つ
だ

け
○

〕

平
成

問
６

．
利

用
者

数
（

実
人

員
／

平
成

2
4

年
9

月
分

）
 〔

各
数

値
回

答
〕

①
介
護
予
防
訪
問
看
護

②
訪
問
看
護

（
介
護
給
付
）

介
護
保
険
法

③
健
康
保
険
法
等
※

問
８

．
指

定
事

業
所

の
申

請
を

し
た

理
由

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
〔

い
く

つ
で

も
○

〕

問
７

．
居

宅
療

養
管

理
指

導
の

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
と

し
て

の
指

定
を

受
け

て
い

ま
す

か
 〔

１
つ

だ
け

○
〕

平
成

月
指

定
年

月

※
健
康
保
険
法
等
と
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
、
健
康
保
険

、
国
民
健
康
保
険
、
生
活
保
護
、
労
災
保
険
等
の
医
療
保
険
及
び
公
費
負
担

　
医
療
を
い
い
ま
す
。
介
護
保
険
法
に
よ
る
訪
問
看
護
を
1回

も
利
用
せ
ず
、
健
康
保
険
法
等
の
み
に
よ
る
訪
問
看
護
を
利
用
し
た
者
に
つ

　
い
て
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。

問
1
0
へ

お
進

み
く

だ
さ

い

具
体

的
に

４
ペ

ー
ジ

の
問

1
5
へ

お
進

み
く

だ
さ

い

３
ペ

ー
ジ

の
問

1
1
へ

お
進

み
く

だ
さ

い

-
 2

 -
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Ⅲ
．
居
宅
療
養
管
理
指
導
(介
護
予
防
を
含
む
)の
算
定
実
績
に
つ
い
て

件

　 要 支 援 １

　 要 支 援 ２

　 要 介 護 １

　 要 介 護 ２

　 要 介 護 ３

　 要 介 護 ４

　 要 介 護 ５

　 新 　 規

　 更 　 新

　 区 分 変 更

訪 問 看 護 へ

定 期 受 診 へ

自 己 管 理 が 可 能 に な っ た

症 状 が 改 善 し た

そ の 他 （ 内 容 は 下 段 に ）

1
2

3
4

5

1
2

3
4

5

1
2

3
4

5

1
2

3
4

5

1
2

3
4

5

そ
の

他
の

内
容

2
3

そ
の

他
の

内
容

2
3

そ
の

他
の

内
容

そ
の

他
の

内
容

2
3
0

①
1

2
3

4
5

6

そ
の

他
の

内
容

記
入

例
8
7

1
2

3
4

5
6

7

④
1

2
3

4
5

6
7

1

③
1

2
3

4
5

6
7

1

②
1

2
3

4
5

6
7

1

7
1

2
3

2
3

食
事

内
容

と
日

常
生

活
動

作
の

指
導

1

要
介

護
度

要
介

護
認

定

1
2

3
便

秘
症

　 平 均 訪 問 時 間 〔 分 〕

年 　 齢 〔 歳 〕

№

問
1

2
．

平
成

2
4

年
4

月
～

9
月

に
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

を
算

定
し

た
利

用
者

の
状

態
像

に
つ

い
て

主
傷

病
・

主
訴

問
1

1
．

平
成

2
4

年
4

月
～

9
月

の
「

居
宅

療
養

管
理

指
導

」
の

算
定

実
績

に
つ

い
て

 〔
数

値
回

答
〕

サ
ー

ビ
ス

提
供

終
了

後
の

利
用

者
状

況

指
導

の
要

点

　 訪 問 回 数 〔 回 〕

　 電 話 回 数 〔 回 〕

４
ペ

ー
ジ

の
問

1
3
へ

お
進

み
く

だ
さ

い
※

算
定

実
績

が
０

件
の

場
合

※
個

人
が

特
定

で
き

る
情

報
は

記
載

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。

４
ペ

ー
ジ

の
問

1
5
へ

お
進

み
く

だ
さ

い

※
利

用
者

が
５

人
以

上
の

場
合

は
、

本
頁

を
コ

ピ
ー

し
て

ご
使

用
く

だ
さ

い
。

-
 3

 -

問
1
1
で

「
算

定
実

績
が

０
件

」
と

記
載

さ
れ

た
方

に
お

聞
き

し
ま

す

１
．

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
か

ら
依

頼
が

な
か

っ
た

２
．

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
か

ら
依

頼
が

あ
っ

た
が

、
対

象
者

が
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
な

か
っ

た

３
．

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
か

ら
依

頼
が

あ
っ

た
が

、
事

業
所

側
の

受
入

れ
が

困
難

だ
っ

た

４
．

そ
の

他

問
1
3
で

「
２

．
対

象
者

が
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
な

か
っ

た
」

を
選

択
さ

れ
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

１
．

定
期

的
に

通
院

又
は

訪
問

診
療

を
受

け
て

い
た

２
．

訪
問

看
護

を
利

用
し

て
い

た

３
．

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

利
用

し
て

い
た

４
．

要
介

護
認

定
の

結
果

が
「

自
立

（
非

該
当

）
」

で
あ

っ
た

５
．

要
介

護
認

定
（

新
規

・
更

新
・

区
分

変
更

）
か

ら
６

ヵ
月

以
上

経
過

し
て

い
た

６
．

主
治

医
意

見
書

「
看

護
職

員
の

訪
問

に
よ

る
相

談
・

支
援

」
に

チ
ェ

ッ
ク

が
な

か
っ

た

７
．

主
治

医
意

見
書

「
特

記
す

べ
き

事
項

」
に

記
載

が
な

か
っ

た

８
．

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
で

必
要

性
が

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

９
．

利
用

者
・

家
族

の
同

意
が

得
ら

れ
な

か
っ

た

1
0
．

そ
の

他

全
員

の
方

に
お

聞
き

し
ま

す

１
．

ケ
ア

プ
ラ

ン
（

介
護

予
防

含
む

）
に

位
置

づ
け

な
く

て
も

実
施

で
き

る
よ

う
に

す
る

２
．

算
定

回
数

の
制

限
を

緩
和

す
る

３
．

算
定

可
能

な
時

期
の

制
限

を
撤

廃
す

る

４
．

毎
月

、
算

定
出

来
る

よ
う

に
す

る

５
．

介
護

報
酬

単
価

を
引

き
上

げ
る

６
．

看
護

職
員

に
よ

る
居

宅
療

養
管

理
指

導
に

対
す

る
医

師
の

理
解

を
深

め
る

７
．

看
護

職
員

に
よ

る
居

宅
療

養
管

理
指

導
に

対
す

る
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
理

解
を

深
め

る

８
．

そ
の

他

問
1

3
．

算
定

実
績

が
な

い
理

由
は

何
で

す
か

。
〔

い
く

つ
で

も
○

〕

問
1

4
．

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

な
か

っ
た

具
体

的
な

内
容

に
つ

い
て

 〔
い

く
つ

で
も

○
〕

問
1

5
．

看
護

職
員

に
よ

る
居

宅
療

養
管

理
指

導
を

実
施

す
る

に
あ

た
り

、
改

善
が

必
要

と
思

わ
れ

る
点

が
あ

り
ま

　
　

　
 す

か
。

〔
い

く
つ

で
も

○
〕

ア
ン

ケ
ー

ト
は

以
上

で
終

了
で

す
。

ご
協

力
い

た
だ

き
、

誠
に

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

返
信

用
封

筒
に

入
れ

て
、

1
1

月
５

日
（

月
）

ま
で

に
ポ

ス
ト

に
ご

投
函

を
お

願
い

し
ま

す
。

具
体

的
に

具
体

的
に
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平成 24 年度 老人保健事業推進費等補助金 
老人保健健康増進等事業 

看護職員による居宅療養管理指導のあり方に関する調査研究事業 
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